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　市では、「留萌市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」
に基づき、市職員の給与などを公表しています。特集特集 　　　　　　　　　　　　　　市・総務課　　　４２－１８０２市・総務課　　　４２－１８０２℡問

職員給与の状況職員給与の状況

職員の人事・職員の人事・
　　　給料のあらまし　　　給料のあらまし

▼地方公務員法第５８条の２及び留萌市人事行政の運営等の状況の
公表に関する条例の規定に基づき、市職員の給与や勤務条件などの
ほか、公平委員会の業務状況について、市民の皆さんへ概要をお知
らせしています。
　また、市職員の定数は、市の行政需要などを考慮して適正な配置
が行われるよう、年度ごとに決定しています。

（１）職 員 給 与

■各項目の実績

▼令和６年度一般会計決算の支出のうち、職員給与費は 10.2％（給与費分 6.5％、その
他給与費分 3.7％）となっています。

●令和６年度一般会計決算 
　【支出 166 億 7,081 万円】 【 職員給与費の内訳 】

10億7,277万円 ÷179人 ＝ 約599万円
（ 給 与 費 分 ） （ 職員数 ）

給　　料

6億 6,859万円

職員手当

 1億 3,459万円

期末勤勉手当

2億 6,959万円

給与費分の内訳

１人当たりの平均給与費

職 員 給 与 費

16億 9,539万円

その他給与費分

  6億 2,261万円

給 与 費 分

10億 7,277万円

支  出

民生費民生費
22.6%22.6%

①①

衛生費衛生費
15.6%15.6%

②②

その他その他
22.3%22.3%

⑨　⑨　

公債費 7.5%公債費 7.5%⑦⑦

教育費 5.9%教育費 5.9%⑥⑥

土木費土木費
13.0%13.0%

⑤⑤

労働・商工費労働・商工費
1.6%1.6%

③③

農林水産業費農林水産業費
　1.3%　1.3%
④④

⑧ 職員給与費 10.2%⑧ 職員給与費 10.2%
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（２）初任給・平均給与など （３）ラスパイレス指数

83万円
68万円
58万円
58万円
38万円
34万円
31万円

給料・報酬月額
期末手当

支給月数
市　　長
副 市 長
教 育 長

病院事業管理者
議　 長
副 議 長
議　 員

市  

議  

会

4.60月分

4.60月分

15％
《算定方式》
   給料月額×支給率×在職年数

（支給率：市長5.5、副市長4.5、教育長3.3
 病院事業管理者3.3）

－ －

▼市では特別職（市長、副市長、教育長、病院事業管理者）の給与や、「市議会議員（議長、副議長、
議員）の報酬」などを次のとおり支給しています。（令和７年４月１日現在）

区　　分 退職手当
役職加算

（４）特別職の給与・市議会議員の報酬など

▼職員の給料は、条例で定めた給料表に
よって決まります。職務の内容と責任の度
合いに応じていくつかの級と号俸（給料月
額）が定められています。

38万 7,684円

41万 4,480円

初 任 給

          22万円

18万 8,000円

         23万円

         22万円
18万 8,000円

31万 3,451円

33万 2,237円

大学卒

高校卒

大学卒

高校卒

留
萌
市

国

区 　 分

平均年齢 41.2歳

平均年齢 41.9歳

●支給額の比較 （令和７年４月１日現在）

●職員数などの推移

●留萌市のラスパイレス指数 

●団体区分別ラスパイレス指数

留 萌 市

　
道 内 市 平 均

道内市町村平均

北 海 道

全 国 市 平 均

全地方公共団体平均

区 　 　 分

※令和 7年度の平均給与額は見込み額です。
※職員数に再任用短時間勤務職員が含まれています。

道内市の順位

平 均 給 与平 均 給 料

総合職

一般職

令和４年度 令和６年度令和５年度
95.1

30／ 35位

97.1

96.9

99.0

98.2

98.8

96.0

29／ 35位

97.2

96.8

98.9

98.1

98.8

95.5

29／ 35位

97.1

96.9

99.1

98.2

98.9

0
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Ｒ2  　Ｒ3  　Ｒ4  　Ｒ5　  Ｒ6　  Ｒ7
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0

700
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0

（人） （万円）

177

549551

177 178
179

177職員数

176

541
553

599
640

平均給与

▼国家公務員の給与水準を100とした場合の地
方公務員の給与水準を示す「ラスパイレス指数」
は、留萌市の場合95.1。
　道内179市町村中154番目に位置していま
す。令和５年度に比べ平均0.9ポイント減少し
ています。
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（１）採用・退職・役職別職員数
■各項目の実績

（５）職員手当

▼令和６年度は、初級・上級事務職や土木職（職務経験）、管理栄養士など合わせて８人（消防
組合および企業会計を除く）を採用しました。また、17人が退職しました。なお、会計別職員
数の増減と一般会計職員状況は次のとおりです。

標 準 的 職 務

係 員・ 主 任 職

係 長・ 主 査 職

補 佐・ 主 幹 職

課 長 職

部 長 職

合 　 　 計

職 員 数（ 構 成 比 ）

89人

54人

2人

26人

6人

177人

前 年 度 比区　　 分

一 般 会 計

特 別 会 計

企 業 会 計
（水道・病院）

合　　 計

令和７年度令和６年度 増　　減

※各会計年度４月１日現在
※再任用短時間勤務職員含む

５人

２人

２人

９人

－

－

－

－

4 人

0 人

2 人

1 人

0 人

5 人

－　　　

±

－

＋

±

－

●会計別職員数の増減 ●一般会計職員状況（令和７年４月１日現在）

( )

( )

( )

( )

( )

( )

※H30.1.1から支給率が変更されています。

177人

18人

295人

490人

182人

20人

297人

499人

人事行政の状況人事行政の状況

50.3％

30.5%

1.1%

14.7%

3.4%

100.0％

▼職員には、給料の他に一定の条件に該当する場合、諸手当を支給します。下記の手当のほかに
寒冷地手当や時間外手当などがあり、勤務の状況に応じて支給します。
　また、退職手当は退職時の給料月額に、勤続年数と退職事由に応じた支給率を乗じて支給額を
算出しています。（令和７年４月１日現在）　　　　

扶 養 手 当

管理職手当

通 勤 手 当

住 居 手 当

期 末 勤 勉
手　　 当

退 職 手 当

内　　　容区　　分

 ・交通機関の利用（通勤距離２㎞以上）…上限15万円
 ・自家用車の利用（通勤距離２㎞以上）…上限 3万 1,600円　例）片道５㎞未満→ 2,000円
 ・借家などで月額家賃が 1万 2,000円を超える場合…………………上限 2万 7,000円

６月期
1.25月分
1.05月分

12月期
1.25月分
1.05月分

合　　計
2.50月分
2.10月分

主任・係長級５％　　課長・補佐級 10％　　部長級 15％
勤続20年以上
19.6695月分
24.5869月分

勤続25年以上
28.0395月分
33.2708月分

勤続35年以上
39.7575月分
47.709月分

最高限度額
47.709月分
47.709月分

自 己 都 合
定 年

区 分
期 末 手 当
勤 勉 手 当
役 職 加 算

 ・部 長 級…5万5,000円　・課 長 級…４万1,000円　・課長補佐級…３万2,000円

・配偶者……3,000円（段階的に廃止 R6 6,500円、R7 3,000円、R8 0円）
・子 ……1万1,500円（段階的に増額 R6 1万円、R7 1万1,500円、R8 1万3,000円）
　※子（16歳～22歳）１人につき5,000円を加算）
・父母等……6,500円
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（４）職 員 研 修

（６）福祉および利益保護

（５）人事評価および勤務評定

　職員給与・人事行政などの状況についての詳細は、
市ホームページでもご覧いただけます。

（７）公平委員会からの報告内容

▲令和７年度新任職員研修

▲階層別（主事職）

（２）勤務時間・休暇・休業 （３）分限および懲戒処分

▼市職員の勤務時間は、午前８時 50分か
ら午後５時 20 分まで（休憩時間 45 分を
含む）となっています。このほか、公務上
の必要に応じ、時間外勤務を実施していま
す。
　休暇・休業については次のとおりとなっ
ています。

▼分限処分とは、「一定の事由がある場合
に職員の意思を問わず、降任や休職、免職
を科すること」をいいます。
　また、懲戒処分とは、「法令違反や職務
上の義務違反などの職員としてふさわしく
ない行為があった場合に戒告や減給、停職、
免職を科すること」をいいます。
　令和６年度の分限および懲戒処分は、次
のとおりとなっています。【休暇・休業の区分】

◎年次有給休暇　　　　
◎病気休暇
◎特別休暇　　　　　

【令和６年度分限および懲戒処分】
◎分限処分　　　　　　　　　  　２件
◎懲戒処分　　　　　　　　　   　４件

◎組合休暇
◎介護休暇
◎育児休業

▼職員研修は市職員研修規程により、必要な基本的知識や
技能を習得するための基本研修、専門的知識や技能の習得
をはじめ、特定事項の調査・研究、実務経験などにより資
質の向上を図る派遣研修などを行い、市民全体の奉仕者と
してふさわしい能力の育成を目指し、毎年策定する研修計
画に基づき実施しています。

▼市では職員を対象にした各種健康診断を毎年実施すると
ともに、受診結果を今後の生活に活かしていくように各職
員に指導しています。また、公務中や通勤途中における災
害（負傷、疾病、障がいまたは死亡）によって本人または
遺族もしくは被扶養者が受ける損害を補償しています。

▼毎年１月の昇給時期に勤務状況の評価を実施していま
す。
　職員の能力開発を促し、人材育成をつなげることを目的
に、能力・業務実績の評価を行う人事評価制度を導入して
います。

▼令和６年度は、「職員からの措置
要求」「不服の申し立て」「苦情相談
の要求」のいずれもありませんでし
た。

給与・人事に関することの
ページ（市ＨＰ）QR▶


